
（様式第２－６号） 

【都道府県から国に提出するもの】 
農林水産省様式 

 
高知県 

 
多面的機能支払の実施に関する基本方針（要綱基本方針） 

 

 

１． 取組の推進に関する基本的考え方 

 

高知県では、過疎化・高齢化等に伴う集落機能の低下により、農地・農業用水等の資源の保全管理

が困難化するとともに、地域の共同活動によって支えられている多面的機能の発揮に支障が生じつ

つある。これらの状況や、これまで整備してきた農業用施設の多くが耐用年数を経過し老朽化に伴

う機能低下が進行している状況を踏まえ、「第５期高知県産業振興計画」では、本事業の維持・拡大

を図り、中山間地域の農業を支える仕組みの再構築を進めることを戦略の柱としている。 

また、平成 19 年度から地域共同による農地・農業用水等の資源の保全管理と農村環境の保全のた

めの活動に対し支援を行ってきたが、農地周りの農業用用排水路等施設の老朽化への対応や多面的

機能の維持・発揮の観点から、地域主体の保全管理活動の強化が重要となっている。 

このため、地域共同による農地・農業用水等の資源や農村環境の保全活動に加え、農地周りの農

業用用排水路等施設の長寿命化等の活動に対し多面的機能支払交付金により支援する。 

 

２． 農地維持支払交付金に関する事項 

（１）地域活動指針の策定及び同指針に基づき定める要件の設定 

① 地域活動指針策定における基本的考え方 

多面的機能支払交付金実施要領別記１－２の活動指針を基礎とする。 

 

② 地域活動指針に基づき定める要件設定の基本的考え方 

ア．地域資源の基礎的保全活動 

地域活動指針の「地域資源の基礎的な保全活動」のすべての活動区分を実施する。ただし、

活動の対象となる施設が存在しない活動区分は、除外する。 

イ．地域資源の適切な保全管理のための推進活動 

地域活動指針の「地域資源の適切な保全管理のための推進活動」について、該当する活動

項目を１項目以上選択した上で、毎年度実施する。また、地域資源保全管理構想を策定後、

市町村長に提出するものとする。ただし、農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年法律第 65 号。

以下「基盤法」という。）第 19 条第１項に定める地域計画（以下「地域計画」という。）にお

いて、地域資源保全管理構想に準ずる内容が含まれる場合は、地域資源保全管理構想を作成

したとみなすことができる。 

 

③ 国が定める活動指針及び活動要件に追加する事項等 

ア．地域資源の基礎的保全活動 

　　下記表の追加事項については、農地維持活動のみを実施する組織に対して適用する。 

 区　分 活動項目の追加

 活動区分 実践活動

 対象施設等 農用地

 活動項目 100 施設の軽微な補修

 活動内容 施設の軽微な補修等による適正な管理を行うこと。

 活動要件 点検結果に基づき、必要となる活動を実施する。



 

 

下記表の追加事項については、農地維持活動のみを実施する組織に対して適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記表の追加事項については、農地維持活動のみを実施する組織に対して適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記表の追加事項については、農地維持活動のみを実施する組織に対して適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．地域資源の適切な保全管理のための推進活動 

　　　　　　なし 

 

④ 地域活動指針及び同指針に基づき定める要件（別紙１） 

高知県の農地維持支払交付金に関する地域活動指針及び同指針に基づき定める要件は、別紙１

のとおりとする。 

 

（２）交付単価 

① 基本的考え方 

農地維持支払交付金の交付単価（基本単価）については、表－１のとおりとする。 

ただし、多面的機能支払交付金実施要綱別紙１の第５の１の事業計画に定める実施期間中に、

対象農用地の地目を変更する場合、当該対象農用地に係る農地維持支払交付金の交付単価につ

いては、地目の変更があった時点の当該期間中に限り、変更前の地目の単価を適用する。 

市町村は、農地維持活動を実施する対象組織からの交付申請に基づき、表－１に規定する地

目ごとの交付単価をそれぞれ該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額の合計額を対象組

織に交付する。 

 

② 農地維持支払交付金の交付単価 

表－１ 

 区　分 活動項目の追加

 活動区分 実践活動

 対象施設等 水路

 活動項目 101 施設の軽微な補修

 活動内容 施設の軽微な補修等による適正な管理を行うこと。

 活動要件 点検結果に基づき、必要となる活動を実施する。

 区　分 活動項目の追加

 活動区分 実践活動

 対象施設等 農道

 活動項目 102 施設の軽微な補修

 活動内容 施設の軽微な補修等による適正な管理を行うこと。

 活動要件 点検結果に基づき、必要となる活動を実施する。

 区　分 活動項目の追加

 活動区分 実践活動

 対象施設等 ため池

 活動項目 103 ため池附帯施設の軽微な補修

 活動内容 施設の軽微な補修等による適正な管理を行うこと。

 活動要件 点検結果に基づき、必要となる活動を実施する。



 

（３）交付金の算定の対象とする農用地 

① 農振農用地区域内に存する農用地 

 

　　② 農振農用地区域外農用地のうち、多面的機能の発揮を図るための活動を、農振農用地区域内農

用地と一体的に取り組む必要があると市町村が認めた農用地 

 

（４）その他必要な事項 

　　　　なし 

 

３．資源向上支払交付金（地域資源の質的向上を図る共同活動）に関する事項 

（１） 地域活動指針の策定及び同指針に基づき定める要件の設定 

①　地域活動指針策定における基本的考え方 

　　　　多面的機能支払交付金実施要領別記１－２の活動指針を基礎とする。 

 

②　地域活動指針に基づき定める要件設定の基本的考え方 

ア．施設の軽微な補修 

地域活動指針の「施設の軽微な補修」のすべての活動区分を実施する。ただし、活動の

対象となる施設が存在しない活動区分は、除外する。 

 

イ．農村環境保全活動 

地域活動指針の「農村環境保全活動」について、取り組むテーマを１以上定めた上で、

そのテーマに該当する計画策定、啓発・普及及び実践活動のそれぞれの活動項目を１項目

以上実施する。 

 

ウ．多面的機能の増進を図る活動 

地域活動指針の「多面的機能の増進を図る活動」は任意の活動とし、実施する場合は、活

動内容を選択した上で、毎年度実施する。 

広報活動・農村関係人口の拡大は毎年度実施する。ただし、対象農用地に多面的機能支払

交付金実施要領第１の４の（８）の農業地域類型区分の「中間農業地域」若しくは「山間農

業地域」が含まれる場合又は多面的機能支払交付金実施要領第１の４の（９）の特定農山村

地域、振興山村、過疎地域、半島振興対策実施地域及び離島振興対策実施地域に該当する場

合は、広報活動・農村関係人口の拡大の実施を必ずしも求めるものではない。 

 

③　国が定める活動指針及び活動要件に追加する事項等 

ア．施設の軽微な補修 

　　　　　　なし 

イ．農村環境保全活動 

　　　なし 

ウ．多面的機能の増進を図る活動 

　　　　　　なし 

 

④　地域活動指針及び同指針に基づき定める要件（別紙２）   

 
適用 地目

農地維持支払交付金の

10 アール当たりの交付

単価（基本単価）

 

左記のうち国の助成 

 
全対象組織

田 　3,000 円 1,500 円

 畑 　2,000 円 1,000 円

 草地 　　250 円 　125 円



高知県の資源向上支払交付金（地域資源の質的向上を図る共同活動）に関する地域活動指

針及び同指針に基づき定める要件は、別紙２のとおりとする。 

 

　　⑤　水田貯留機能強化計画書の策定について 

資源向上活動における水田の雨水貯留機能の強化（田んぼダム）を推進する活動を実施す

る場合には、多面的機能支払交付金実施要領第２の６の（１）により、市町村長は高知県知

事（以下、「知事」という。）と協議を行い、水田貯留機能強化計画を策定するものとする。  

 

（２） 交付単価 

①　基本的考え方 

地域資源の質的向上を図る共同活動に対する交付単価（基本単価）については、表－２のと

おりとする。ただし、多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には、表－２の交付単

価に５／６を乗じた額を交付単価とする。 

なお、多面的機能の増進を図る活動に取り組んでいる対象組織が、多面的機能支払交付金実施

要綱別紙２の第５の１の事業計画に定める実施期間中に、多面的機能の増進を図る活動の活動

項目から新たに活動項目を選択し、１活動項目以上追加する場合又は新たに設立する対象組織

及び多面的機能の増進を図る活動に取り組んでいない対象組織が、事業計画に定める実施期間

中に多面的機能の増進を図る活動の活動項目（ただし、広報活動・農村関係人口の拡大を除く。）

から２活動項目以上選択して取り組む場合に、当該実施期間中に限り加算できる交付単価（加

算単価）は、表－３のとおりとする。 

また、広域活動組織の集落ごとあるいは活動組織において、資源向上支払（共同）の交付を受

ける田面積全体のうち５割以上で、田の雨水貯留機能の強化を目的として、大雨時の水田から

の排水を調整するため、水田の落水口に排水調整板の設置等を行う場合、当該活動を実施する

広域活動組織の各集落あるいは活動組織の対象農用地面積のうち田面積全体の合計を対象とし

て当該実施期間中に限り加算できる交付単価（加算単価）は、表－４のとおりとする。 

また、次の(a)から(e)までのいずれかに該当する活動を行い、取組ごとに２年目以降の取組面

積が初年度の取組面積を下回らず、終了年度の取組面積が初年度の取組面積を上回る場合に、

当該実施期間中に限り加算できる交付単価（加算単価）は、表－５のとおりとする。 

(a)化学肥料及び化学合成農薬の使用を高知県の慣行から原則として５割以上低減する取組（以下、

５割低減の取組）と長期中干しを組み合わせた取組 

(b)５割低減の取組と冬期湛水を組み合わせた取組 

(c)５割低減の取組と夏期湛水を組み合わせた取組 

(d)５割低減の取組と中干し延期を組み合わせた取組 

(e)５割低減の取組と江の設置等を組み合わせた取組 

市町村は、地域資源の質的向上を図る共同活動を実施する対象組織からの交付申請に基づき、

表－２、表―３、表―４及び表－５に規定する地目ごとの交付単価をそれぞれ該当する対象農

用地の面積に乗じて得た金額の合計額を対象組織に交付する。 

 

②資源向上支払交付金（地域資源の質的向上を図る共同活動）の交付単価 

表－２ 

 

適用 地目

資源向上支払（地域資源

の質的向上を図る共同活

動）の 10 アール当たりの

交付単価（基本単価）

 

左記のうち国の助成 

 
地域資源の質的向上を図る共同活動に係

る活動を行う地区のうち、施設の長寿命

化のための活動には取り組まない地区

田 　2,400 円 1,200 円

 畑 　1,440 円 　720 円

 草地 　　240 円 　120 円



表－３ 

多面的機能の更なる増進に向けた活動への支援　 

 

表－４ 

水田の雨水貯留機能の強化（田んぼダム）を推進する活動への支援 

※共同活動を５年間以上実施した地区とは、農地・水保全管理支払交付金における共同活動又は多面的機　　　　　　　

能支払交付金における資源向上活動（共同活動）を５年間以上実施した地区とする。 

 

　　　表－５ 

　　　環境負荷低減の取組への支援 

 地域資源の質的向上を図る共同活動に係

る活動を行う地区のうち、施設の長寿命

化のための活動にも取り組む地区及び共

同活動を５年間以上実施した地区

田 　1,800 円 　900 円

 畑 　1,080 円 　540 円

 草地 　　180 円 　 90 円

 

適用 地目

資源向上支払（地域資源

の質的向上を図る共同活

動）の 10 アール当たりの

交付単価（加算単価）

 

左記のうち国の助成 

 
地域資源の質的向上を図る共同活動に係

る活動を行う地区のうち、施設の長寿命

化のための活動には取り組まない地区

田 　  400 円   200 円

 畑 　  240 円 　120 円

 草地 　　 40 円 　 20 円

 地域資源の質的向上を図る共同活動に係

る活動を行う地区のうち、施設の長寿命

化のための活動にも取り組む地区及び共

同活動を５年間以上実施した地区

田 　  300 円 　150 円

 畑 　  180 円 　 90 円

 草地 　　 30 円 　 15 円

 

適用 地目

資源向上支払（地域資源

の質的向上を図る共同活

動）の 10 アール当たりの

交付単価（加算単価）

 

左記のうち国の助成 

 地域資源の質的向上を図る共同活動に係

る活動を行う地区のうち、施設の長寿命

化のための活動には取り組まない地区

田 　  400 円   200 円

 地域資源の質的向上を図る共同活動に係

る活動を行う地区のうち、施設の長寿命

化のための活動にも取り組む地区及び共

同活動を５年間以上実施した地区

田 　  300 円 　150 円

 

適用

資源向上支払（地域資源の質

的向上を図る共同活動）の

10 アール当たりの交付単価

（加算単価）

左記のうち国の助成

 長期中干し ８００円 ４００円

 冬期湛水 ４，０００円 ２，０００円

 夏期湛水 ８，０００円 ４，０００円



 

（３）交付金の算定の対象とする農用地 

① 農振農用地区域内に存する農用地 

 

　　② 農振農用地区域外農用地のうち、多面的機能の発揮を図るための活動を、農振農用地区域内農

用地と一体的に取り組む必要があると市町村が認めた農用地 

 

（４）その他必要な事項 

　　　  なし 

 

４．資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動）に関する事項 

（１）地域活動指針の策定及び同指針に基づき定める要件の設定 

① 地域活動指針策定における基本的考え方 

多面的機能支払交付金実施要領別記１－２の活動指針を基礎とし、集落が管理する農地周り

の水路、農道、ため池の長寿命化のための補修又は更新等を対象活動とする。 

また、高知県では、農用地に係る施設として、排水施設については暗渠排水（排水口）の補

修及び更新、用水施設については給水栓の補修及び更新を対象活動とすることができる。 

 

② 地域活動指針に基づき定める要件設定の基本的考え方 

ア. 工事１件あたり２百万円以上の活動を実施する要件 

ａ　対象施設・対象活動 

知事と協議を要する対象施設・対象活動は、（別紙３）高知県地域活動指針及び同指針に

基づく要件（資源向上活動(施設の長寿命化のための活動)）の全ての活動区分及び活動項

目とする。 

 

ｂ　内容について知事と協議を求める場合の要件 

市町村長は、予め知事に協議を行い、同意を得るものとする。 

なお、知事と市町村長との協議は、下記の書類により行う。 

　　　　　・多面的機能支払交付金の施設の長寿命化の活動について（協議）（参考様式第１号） 

　　　　　・多面的機能支払交付金実施要綱別紙２の第５の４の長寿命化整備計画書 

　　　　　・工事１件当たり２００万円以上の活動について（チェックリスト）（参考様式第２号） 

※水路、農道等施設の補修、更新に係る他事業との区分けを行い、農業農村整備事業管理

計画書と整合を図るなど、市町村の関係課（係）と調整を行ったうえで協議に臨むこと。 

 

ｃ　県又は推進組織が行う技術的指導の内容 

　対象組織は、市町村立ち会いのもと、高知県又は高知県日本型直接支払推進協議会によ

る技術的指導（対象施設の機能診断及び長寿命化整備計画の適否）を受けること。 

技術的指導を受ける場合において、盛土・切土等の施工（宅地造成及び特定盛土等規制

法（昭和 36 年法律第 191 号）第２条第２号から第４号までに規定される「宅地又は農地

等において行う盛土その他の土地の形質の変更及び土石の堆積に関する工事」をいう。）に

当たっては、土地改良事業計画設計基準等に基づき、安全性の観点から適切に設計・施工

を行わなければならない。 

 中干し延期 ３，０００円 １，５００円

 江の設置等 
（作溝実施）

４，０００円 ２，０００円

 江の設置等 
（作溝未実施）

３，０００円 １，５００円



　この場合において、土地改良事業計画設計基準等に基づき施工を行うことができないと

きは、宅地造成及び特定盛土等規制法の手続に従うものとする。 

 

ｄ　その他必要な事項 

      なし 

 

③ 地域の状況に応じて追加する農用地に係る施設や対象活動 

 

 

 

 

④　地域活動指針及び同指針に基づき定める要件（別紙３） 

高知県の資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動）に関する地域活動指針及び同

指針に基づき定める要件は、別紙３のとおりとする。 

 

（２）交付単価 

　　　　施設の長寿命化のための活動に対する交付単価（基本単価）については、表－６のとおり（直

営施行を実施しない場合には、表－６の交付単価に５／６を乗じた額）とする。ただし、令和

６年度に施設の長寿命化のための活動を行っている場合、同年度を含む当該活動期間中に限り、

交付単価は表－６のとおり（多面的機能支払交付金実施要綱別紙５の第３に定める要件を満た

さず、かつ直営施工を実施しない活動組織にあっては、表－６の交付単価に５／６を乗じて得

 区　分 活動項目の追加

 活動区分 実践活動

 対象施設等 農用地

 活動項目 104 暗渠排水（排水口）の補修

 活動内容 暗渠排水の排水口の破損や老朽化した箇所の補修等の対策を行うこ

と。

 活動要件 －

 区　分 活動項目の追加

 活動区分 実践活動

 対象施設等 農用地

 活動項目 105 暗渠排水（排水口）の更新

 活動内容 老朽化等により機能に支障が生じている暗渠排水の排水口について、

更新等の対策を行うこと。

 活動要件 －

 区　分 活動項目の追加

 活動区分 実践活動

 対象施設等 農用地

 活動項目 106 給水栓の補修

 活動内容 給水栓の破損や老朽化した箇所の補修等の対策を行うこと。

 活動要件 －

 区　分 活動項目の追加

 活動区分 実践活動

 対象施設等 農用地

 活動項目 107 給水栓の更新

 活動内容 老朽化等により機能に支障が生じている給水栓について、更新等の対

策を行うこと。

 活動要件 －



た額）とする。 

　　　　市町村は、施設の長寿命化を実施する対象組織からの交付申請に基づき、表－６に規定する

地目ごとの交付単価をそれぞれ該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額の合計額を対象

組織に交付する。 

　　　　また、多面的機能支払交付金実施要綱別紙５の第３に定める要件を満たさない活動組織の場

合は、上記にて算出した金額又は保全管理する区域に存在する集落数に 200 万円を乗じて得た

額のいずれか小さい額とする。 

 

　　　表－６ 

　　　資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動）の交付単価 

　　 

（３）交付金の算定の対象とする農用地 

①　農振農用地区域内に存する農用地 

 

　　②　農振農用地区域外農用地のうち、多面的機能の発揮を図るための活動を、農振農用地区域内

農用地と一体的に取り組む必要があると市町村が認めた農用地 

 

（４）その他必要な事項 

　　　  なし 

 

５．広域協定の規模 

　　①　事業計画の対象とする区域が、昭和 25 年２月１日時点の市町村区域程度、又は事業計画の

対象とする区域内の農用地面積が、200 ヘクタール以上を有するものとする。 

 

　②　①の規定にかかわらず、生産条件が不利な農用地等が存在する場合（事業計画の対象とする

区域の対象農用地が多面的機能支払交付金実施要領第１の４の（９）の特定農山村地域、振興

山村、過疎地域、半島振興対策実施地域、離島振興対策実施地域及び指定棚田地域に該当する

場合）は、50 ヘクタール以上、又は協定に参加する集落が３集落以上の範囲であれば、広域活

動組織を設立することができるものとする。 

　　　また、高知県の対象組織への組織の体制強化に対する支援として、広域活動組織を設立し、

当該広域活動組織に複数の集落をまたいで共同活動を行う班（以下、活動支援班）を設置する

場合には、表－７に定める交付額を当該年度に限り加算できるものとする。 

 

表－７ 

広域活動組織の設立及び活動支援班の設置 

 

６．地域の推進体制 

 

地目

資源向上支払（施設の長寿命化のた

めの活動）の 10 アールあたりの交

付単価

左記のうち国の助成

 田 ４，４００円 ２，２００円

 畑 ２，０００円 １，０００円

 草地 ４００円 ２００円

 1 組織あたりの交付額 左記のうち国の助成

 ４０万円 ２０万円



（１）基本的な考え方 

多面的機能支払交付金の事業実施主体は、対象組織とする。 

　　　　また、本交付金の適正かつ効率的な推進を図るため、高知県、市町村、高知県土地改良事業

団体連合会、高知県農業協同組合で構成する「高知県日本型直接支払推進協議会」を推進組織

に位置付けることとする。 

 

（２）関係団体の役割分担 

① 高知県 

・高知県における農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する基本方針（法基本方針）を策

定する。 

・本交付金の実施状況等の評価を行うため、第三者委員会を設置・運営する。 

・高知県における多面的機能支払の実施に関する基本方針（要綱基本方針）を策定する。 

・対象組織を対象とした説明会を適宜開催し、本交付金の実施に必要な事項を周知する。 

・対象組織に対し、適宜指導を行い、活動計画書に位置づけられた活動等の適切な実施を図る。　 

・本交付金の普及・推進を図るため、推進に関する手引きを作成する。 

・本交付金について、市町村から提出された申請書等を審査し決定等を行うとともに、交付　　　　

金の交付額等を通知し、多面的機能支払交付金の交付を行う。 

 

② 市町村 

・市町村における農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画（促進計画）を策定する。 

　　　・対象組織から提出された農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する事業計画（事業計画）

の指導、審査を行うとともに、事業計画の認定の通知を行う。 

　　　　また、広域活動組織の設立にあたっては、広域協定の指導、審査を行うとともに、協定の認

定を行う。 

・毎年度、対象組織が行う活動の実施状況を確認するとともに、その報告を行う。 

・対象組織を対象とした説明会を適宜開催し、本交付金の実施に必要な事項を周知する。 

・対象組織に対し、適宜指導を行い、活動計画書に位置づけられた活動等の適切な実施を図る。 

・本交付金の普及・推進を図るため、推進に関する手引きを作成する。 

・本交付金について、対象組織から提出された申請書等を審査し決定等を行うとともに、対象

組織の代表者に交付金の交付額等を通知し、多面的機能支払交付金の交付を行う。 

 

③ 高知県日本型直接支払推進協議会 

　　　・対象組織が作成する農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する事業計画（事業計画）の

指導を行う。 

　　　　また、広域活動組織の設立にあたっては、広域協定の指導を行う。 

　　　・対象組織を対象とした説明会を適宜開催し、本交付金の実施に必要な事項を周知する。 

　　　・対象組織に対し、適宜指導を行い、活動計画書に位置づけられた活動等の適切な実施を図る。 

　　　・本交付金の普及・推進を図るため、推進に関する手引きを作成する。 

 

（３）その他必要な事項 

　　　　なし　 

 

【参考添付資料】 

（参考１）関係団体の役割分担表 

（参考２）実施体制図 

 



 

＜参考１＞ 

関係団体の役割分担表 

 

 
事業内容

実施主体

備考
  

高知県

 

関係市町村

 

推進組織

 多面的機能支払交付金 ○ ○

 日本型直接支払推進交付金（うち多面的機能支払交付金に係る推進事業）

 １．法基本方針の策定 ○

 ２．促進計画の策定 ○

 ３．第三者機関の設置、運営 ○

 ４．要綱基本方針の策定 ○

 ５．（１）事業計画の指導、審査 ○ ○ 

（指導）

 （２）事業計画の認定 ○

 （３）長寿命化整備計画の協議 ○ ○

 ６．（１）広域協定の指導、審査 ○ ○ 

（指導）

 （２）広域協定の認定 ○

 ７．（１）実施状況確認 ○

 　 （２）実施状況報告 ○

 ８．推進・指導

 （１）活動組織等への説明会 ○ ○ ○

 （２）活動に関する指導、助言 ○ ○ ○

 （３）推進に関する手引きの作成 ○ ○ ○

 （４）活動組織を支援する組織への支援

 ９．（１）交付申請書等の審査 ○ ○

 （２）通知・交付 ○ ○

 10．その他推進事業の実施に必要な事項 ○ ○ ○



 

＜参考２＞ 

実施体制図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

活動組織、広域活動組織 

農地維持活動及び資源向上活動の実施

申
請
・
報
告

申
請
・
報
告

事
業
計
画
の

認
定

交
付
金(

国
分)

市町村 
 

促進計画の策定、事業計画の認定、確認事務　等

高知県 
 

法基本方針、要綱基本方針の策定　等

申
請
・
報
告

交

付

金(

国

分

＋
県
分)

交

付
金(

国
分

＋
県
分
＋
市
町

村
分)

 
 

高知県 
日本型直接支払 

推進協議会 
 

事業計画の指導 
推進・指導　等 

事 業 計 画 及

び 広 域 協 定

の指導

推
進
・
指
導

国（中国四国農政局）



参考様式第１号 
文書番号　 

令和　年　月　日　 
 

　高知県知事　濵田　省司　様 
 

○○長　　○○　○○　　　　 
 

多面的機能支払交付金の施設の長寿命化の活動について（協議） 
 
 
 

　本交付金の施設の長寿命化の活動において、工事１件あたり２百万円以上の活動を下記のとおり実

施したいので、多面的機能支払の実施に関する基本方針（要綱基本方針）の４の（１）の②の規定に基

づき協議します。 
 

記 
 
　１　長寿命化整備計画書(様式第１－４号） 
　２　工事１件当たり２００万円以上の活動について（チェックリスト）（参考様式第２号） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



参考様式第２号 
 

工事１件当たり２００万円以上の活動について（チェックリスト） 
 

市町村名：○○○ 
活動組織名：○○活動組織 
長寿命化整備計画書番号：○ 
 

注１　活動期間をまたいで同一路線・同一工種で連続する工事を実施し、総事業費が計２００万円以上

   となる場合、長寿命化整備計画書の策定が必要（平成３０年度以前の支出は含まない）。 
注２　資源向上活動（長寿命化）の交付対象となる経費は、下表のとおりであり、長寿命化工事１件の

事業費には、下表の経費をすべて含む。 

 

 １ 長寿命化整備計画に位置付けられた施設は活動計画書と一致しているか。 □

 ２ 土地改良区等（市町村を除く）が所有又は管理する施設を対象とする場合は、当該所

有者又は管理者と「工事に関する確認書」（農林水産省様式第１－５号）を交わしている

か。

□

 ３ 長寿命化整備計画書が作成されているか。（注１、注２） □

 ４ 他事業による実施が困難な活動であるか。 
（採択基準を満たさない、活動期間中の予算確保が困難、地元負担の合意形成が困

難、緊急性がある）

□

 ５ 対象地域は、地域計画が策定されている区域であるか。 □

 ６ 【自主施工の場合】 
資材・重機の手配や人員の配置、出来形の管理、安全の配慮など工事全般について、

活動組織が直接、管理することが可能か。

□

 ７ 【自主施工の場合】 
傷害保険に加入できるか。

□

 ８ 【外部発注する場合】 
交付金の適正な執行が可能な体制か。 
（契約先は複数者（３者以上）から選定、現地確認等の検査を実施）

□

 ９ 高知県または高知県日本型直接支払推進協議会による技術的指導を受けたものか。 □

 区分 経費

 工事費 資源向上支払交付金の対象となる施設（以下「対象施設」という。） の長寿命化

のための補修・更新等の工事等に必要な経費、積立費用 

 調査・設計費 対象施設の長寿命化のための補修・更新等を行うために必要な調査、設計、測

量、試験等に要する経費

 事務費 対象施設の長寿命化のための活動に必要な事務経費（日当、謝金、 旅費、需用

費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、保険料　等）


